
毎日の生活の中で起こる人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。相談は、法務大

臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。相談内容についての秘密は厳守しますので、お

気軽にご相談ください。

また、午後 1時から弁護士相談も行います。相談時間は 1件 30分以内です。相談される方は、

午前の部で人権擁護委員と内容を整理したうえでお願いします。

日時 12 月 18 日（水）午前 10 時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分

場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1)

住宅新築やリフォームなどの疑問・質問に、建築士がお答えします。詳細・予約方法について

は、県住宅課ホームページをご覧ください。

日時 令和 7年 1月15日（水）午前10時～正午、午後1時～4時

場所 市役所本所 2階 2-7 会議室(笠間市中央 3-2-1)

申込方法 右の二次元コードからお申し込みください。

申込期間 12 月１日（日）～31日（火）

日常生活の悩みや困りごと、誰に相談したらよいかわからない時はお電話ください。専任相談

員がアドバイスし、適切な専門家・専門機関を紹介します。

日時 月曜日～土曜日 午前 10時～午後 5時 30 分(日・祝日を除く) ※秘密は厳守します。

⑩ 無料相談会のご案内

特設無料人権相談を開設します 問 社会福祉課(内線 157)

住まいの相談会

問・申 県土木部都市局住宅課 ℡ 029-301-4755

くらしの困りごと何でもご相談ください

問 ライフサポートいばらき ℡ 0120-786-184(フリーダイヤル)

詳しくこちら

障がいを克服し、創作活動を通して自立に励んでいる方の作品を展示します。ぜひご覧ください。

展示期間 12 月 3 日（火）～15日（日）

展示場所 市民センターいわま 1階 市民ホール(笠間市下郷 5140）

展示作品 絵画、デザイン、書道、写真、陶芸、手芸など

⑪ 第18回 笠間市ふれあい作品展 問 岩間支所保険福祉課(内線 73173)
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。

警察では、拉致に関与したとして北朝鮮工作員などについて逮捕状の発付を得て国際手配を行

うとともに、拉致容疑事案および北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案の真相解明に努

めています。

どんな小さなことでも結構ですので、情報をお寄せください。

⑨ 毎年 12 月 10 日から 16 日は｢北朝鮮人権侵害問題啓発週間｣です
問 茨城県警察 外事課 ℡ 029-301-0110

https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/jutaku/minkan/02soudankai/soudankai.html

